
 林業種苗法による生産事業者の登録の変更 

 

 

 林業種苗法第10条第３項の規定により、次のとおり生産事業者の登録を行い

ました。 

  令和８年３月 23日 

神奈川県知事 黒 岩 祐 治  

登録 

番号 

生 産 事 業 者 
生産事業の内容 

事業所の名称 

及び所在地 氏名又は名称 住 所 

123 橋本 敏 
厚木市恩名 

5-10-22 

種穂の採取、精選、 

幼苗の育成及び幼苗

以外の苗木の育成 

橋本種苗、北杜種苗 

厚木市恩名 5-10-22 

 

 


